
















7.要約 

国際障害者年を迎えて,国連の三本柱の一つの原因究明と発生予防の方策の一つとして,広

義の遺伝相談が班研究のテーマとしてとりあげられ,少産少死の国民的傾向からも,また,

国民資質の向上を考えた国家的見地からも,遺伝相談の社会的ニードに答えるべく努力を

重ねてきた。 

本年度は遺伝相談の実態調査と追跡調査や一般の意識調査のパイロットスタディーの結果

をふまえて討議を重ねると共に,その遺伝情報蒐集管理の方式について,神奈川こども医療

センターをモデルに検討を行なうことになった。 

臨床医学・人類遺伝学といった生物学的立場からだけでなく,広く社会心理学,経済学,哲学,

倫理学の立場からも討議を進めて,遺伝相談にまつわるいろいろな問題点に関する統一的

見解,すなわち,遺伝相談実施にあたってのガイドラインを作成して,人間性の尊厳をふま

えて遺伝医学の進歩に貢献したい。 


